
【添付例】

発行日から１ヶ月以内のもの

※福岡市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書を添付ください。

※ コピー牽制 ( 複写 ) 表示されたものを添付ください。

※福岡市内の各区役所課税課等で発行可能です。

    詳しくは福岡市ホームページをご確認ください。

    https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/qa/FAQ4091.html

・減免事業所や非課税法人にかかわらず、

 本証明が必要です。

・法人所在地が市外であっても、本証明が

必要です。

↓この文言が必要です

「複写」の文字が記載されたものを添付してください。

「複写の文字表示がない場合は、理由等を余白に記載の上、添付してください。

申請フォームの法人名・法人住所の入力は

こちらの表記と一致させてください。

市税にかかる徴収金に
滞納がないことの証明 (写し )
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